
屋至IZZ］標準下水道条例一一と

第１章総則

（この条例の趣旨）

第１条市（町村）の設置する公共下水道の管理については、下水道法（昭和３３年法律

第79号。以下「法」という｡）その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるとこ

ろによる。

（用語の定義）

第２条この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。

－下水及び汚水それぞれ法第２条第１号に規定する下水及び汚水をいう。

二公共下水道法第２条第３号に規定する公共下水道をいう。

三流域下水道法第２条第４号に規定する流域下水道をいう。

四終末処理場法第２条第６号に規定する終末処理場をいう。

五排水設備法第１０条第１項に規定する排水設備をいう。

六特定施設法第１１条の２第２項に規定する特定施設をいう。

七除害施設法第１２条第１項に規定する除害施設をいう．

八特定事業場法第１２条の２第１項に規定する特定事業場をいう。

九使用者下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

十水道及び給水装置それぞれ水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第１項に規定

１

<11,,,mm、 四終末処理場法第２条第６号に規定する終末処理場をいう。

五排水設備法第１０条第１項に規定する排水設備をいう。

六特定施設法第１１条の２第２項に規定する特定施設をいう。

七除害施設法第１２条第１項に規定する除害施設をいう．

八特定事業場法第１２条の２第１項に規定する特定事業場をいう。

九使用者下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

十水道及び給水装置それぞれ水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第１項に規定

する水道及び同条第９項に規定する給水装置をいう。

十一使用月下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね１月の期間をいい、その始

期及び終期は、規則で定める。

第２章排水設備の設置等

（排水設備の設置）

第３条公共下水道の供用開始の曰において排水設備を設置すべき者は、当該曰から○○曰

以内に当該排水設備を設置しなければならない。

（排水設備の接続方法及び内径等）

第４条排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」という｡）を行おうとするときは、

次に定めるところによらなければならない。

一分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき

排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備（以下

この条において「公共ます等」という｡）で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき

排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

二合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等に固着

させること。

'11Mmm'、
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三排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はそ

の施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

四汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市（町村）長が特別の理由があると

認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の

上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力の

あるものとすること。ただし、－の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水

管で延長が３メートル以下のものの内径は７５ミリメートル以上とすることができる。

(､､､）

五雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市（町村）長が特別

の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断

面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以

上の流下能力のあるものとすること。ただし、－の敷地から排除される雨水又は雨水を

含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が３メートル以下のものの内径は７５ミリメ

ートル以上とすることができる。

'１鋼､1ｍ

（排水設備等の計画の確認）第５条排水設備又は法第２４条第１項の規定によりその設置

について許可を受けるべき排水施設（以下これらを「排水設備等」という｡）の新設等を行

おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に

適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付

して提出し、市（町村）長の確認を受けなければならない。

２前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようと

するときは、あらかじめ､その変更について書面により届け出て、同項の規定による市(町

村）長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれ

－８４－

排水人口

(単位人）

排水管の内径

(単位ミリメートル）

勾 配

150未満 100以上 100分の２以上

150以上３００未満 125以上 100分の１７以上

300以上５００未満 150以上 １００分の１．５以上

500以上 200以上 100分の１．２以上

排水面積

(単位平方メートル）

排水管の内径

(単位ミリメートル）

勾配

200未満 100以上 100分の２ 以上

200以上４００未満 125以上 100分の１．７以上

400以上６００未満 150以上 100分の１．５以上

600以上1500未満 200以上 １００分のＬ２以上

1500以上 250以上 100分の１以上



のない変更にあっては、その旨を市（町村）長に届け出ることをもって足りる。

第３章排水設備等の工事の事業に係る指定

（排水設備指定工事店の指定）

第６条排水設備等の新設等の工事（規則で定める軽微な工事を除く｡）は、市（町村）長

の指定を受けた者（以下「指定工事店」という｡）でなければ、行ってはならない。

２前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた曰から○年とする。

３前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、

指定の更新を受けなければならない。

（指定の申請）

第６条の２前条第１項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により

行う。

２前条第１項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定を受

けようとする市（町村）長に提出しなければならない。

－氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所（以下「営業所」という｡）の名称及

び所在地並びに第６条の４第１項の規定によりそれぞれの営業所において専属すること

となる責任技術者の氏名

３前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

一次条第１項第４号イから二までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書

類

二法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の

写し又は外国人登録証明書

三営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

四専属することとなる責任技術者の第６条の９の規定により交付された責任技術者証

の写し

五次条第１項第２号で定める機械器具を有することを証する書類

（指定の基準）

第６条の３市（町村）長は、第６条第１項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも

適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

一営業所ごとに、次条第１項の規定により責任技術者として登録を受けた者が１名以上

専属している者であること。

二規則で定める機械器具を有する者であること。

三○○都道府県内に営業所がある者であること。

四次のいずれにも該当しない者であること。

イ成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
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ロ第６条の１３第１項の規定により指定を取り消され､その取消しの曰から２年を経過

しない者

ハその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の

理由がある者

二法人であって、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの

２市（町村）長は、第６条第１項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知さ

せる措置をとる。

（排水設備工事責任技術者）

第６条の４指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第１

項に規定する排水設備工事責任技術者（以下「責任技術者」という｡）の登録を受けてい

る者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

２責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

－排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

二排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

三排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合

していることの確認

四第７条第１項に規定する検査の立ち会い

３排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従

わなければならない。

（責任技術者の登録）

第６条の５市（町村）長は、第６条の４第１項において定める責任技術者についての登録

を行う。

２前項の登録の有効期間は、○年とする。

３前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受け

なければならない。

（責任技術者の登録の申請）

第６条の６第６条の４第１項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添

えて、これを市（町村）長に提出しなければならない。

一住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

二次条第１項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類

三次条第２項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

（責任技術者の登録の資格）

第６条の７責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有する

@ものとする。

２市（町村）長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行

わないことができる。
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｡、

一成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二次項の規定により責任技術者の登録を取り消されｗその曰から２年を経過しない者

３市（町村）長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、そ

の責任技術者の登録を取り消し、又は○月を超えない範囲内において、登録の効力を停止

することができる。

（責任技術者認定試験）

第６条の８責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、○○

が行う。

２責任技術者認定試験の受験資格、試験科目、受験手続その他責任技術者認定試験の実施

細目は、規則で定める。

（責任技術者証）

第６条の９市（町村）長は、第６条の７第１項に定める登録資格を有する者から第６条の

６の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

２責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証

を携帯し、市（町村）の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

３責任技術者は、第６条の７第３項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者

証を遅滞なく市（町村）長に返納しなければならない．また、同項の規定により登録の効

力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

４前３項に規定するもののほか､責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、

規則で定める。

（指定工事店証）

第６条の１０市（町村）長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、

排水設備指定工事店証（｢以下「指定工事店証」という｡）を交付する。

２指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

３指定工事店は、第６条の１３第１項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく

市（町村）長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の

効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

４前３項に規定するもののほか､指定工事店証の書換え交付､再交付に関し必要な事項は、

規則で定める。

（指定工事店の責務及び遵守事項）

第６条の１１指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い適正な

排水設備工事の施工に努めなければならない。

（変更の届出等）

第６条の１２指定工事店は､営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があっ

たとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したとき

は、規則で定めるところにより、その旨を市（町村）長に届け出なければならない。
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（指定の取消し又は一時停止）

第６条の１３市（町村）長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第６条

第１項の指定を取り消し又は○月を越えない範囲内において指定の効力を停止すること

ができる。

一第６条の３第１項各号に適合しなくなったとき。

二第６条の４第１項の規定に違反したとき。

三第６条の１１に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事

の施工ができないと認められるとき。

四前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが

大であるとき。

六不正の手段により第６条第１項の指定を受けたとき。

２第６条の３第２項の規定は、前項の場合に準用する。

（排水設備等の工事の検査）

第７条排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した曰か

ら○○曰以内にその旨を市（町村）長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造

に関する法令の規定に適合するものであることについて、市（町村）の職員の検査を受け

なければならない。

２前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設

置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等

を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

〆`１Mm''1｝

第４章公共下水道の使用

（除害施設の設置等）

第８条法第１２条第１項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除

して公共下水道を使用する者は､除害施設を設け､又は必要な措置をしなければならない。

－温度４５度未満

二水素イオン濃度水素指数５を超え９未満

三ノルマルヘキサン抽出物質含有量

イ鉱油類含有量１リットルにつき５ミリグラム以下

ロ動植物油脂類含有量１リットルにつき３０ミリグラム以下

四沃素消費量１リットルにつき２２０ミリグラム未満

２前項の規定は、１日当たりの平均的な下水の量が○○立方メートル未満である者には、

適用しない。

（特定事業場からの下水の排除の制限）

第９条特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第１２条の２第３項
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及び第５項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

－アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

１リットルにつき［380］ミリグラム未満

二水素イオン濃度水素指数５を超え９未満

三生物化学的酸素要求量１リットルにつき５曰間に600ミリグラム未満

四浮遊物質量１リットルにつき６００ミリグラム未満

五ノルマルヘキサン抽出物質含有量

イ鉱油類含有量１リットルにつき５ミリグラム以下

ロ動植物油脂類含有量１リットルにつき３０ミリグラム以下

六窒素含有量１リットルにつき[240]ミリグラム未満

七りん含有量１リットルにつき[32］ミリグラム未満

２特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる

場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基

準とする。

－前項第１号、第６号又は第７号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共

下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接

排除されたとした場合においては､水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）の規定に

よる環境省令により、又は同法第３条第３項の規定による条例により、当該各号に定め

る基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
レ

ニ前項第２号から第５号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が１可ＩｌＩその他の

公共の水域(湖沼を除く｡）に直接排除されたとした場合においては､水質汚濁防止法の

規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用される

とき。

（除害施設の設置等）

第１０条法第１２条の１０第１項の規定により、次に定める基準に適合しない下水（法第１２

条の２第１項又は第５項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるも

のを除く｡）を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要

な措置をしなければならない。

一カドミウム及びその化合物１リットルにつきカドミウム（0.1）ミリグラム以下

二シアン化合物１リットルにつきシアン（１）ミリグラム以下

三有機りん化合物１リットルにつき（１）ミリグラム以下

四鉛及びその化合物１リットルにつき鉛（0.1）ミリグラム以下

五六価クロム化合物１リットルにつき六価クロム（0.5）ミリグラム以下

六ひ素及びその化合物１リットルにつきひ素（0.1）ミリグラム以下

七水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

１リットルに付き水銀（0.005）ミリグラム以下

(11,,,、
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八アルキル水銀化合物検出されないこと。

九ポリ塩化ビフェニル１リットルにつき（0.003）ミリグラム以下

十トリクロロエチレン１リットルにつき（0.3）ミリグラム以下

十一テトラクロロエチレン１リットルにつき（０１）ミリグラム以下

十二ジクロロメタン１リットルにつき（0.2）ミリグラム以下

十三四塩化炭素１リットルにつき（0.02）ミリグラム以下

十四1.2-ジクロロエタン１リットルにつき（0.04）ミリグラム以下

十五1.1-ジクロロエチレン１リットルにつき（0.2）ミリグラム以下

十六シスー1.2-ジクロロエチレン

１リットルにつき（0.4）ミリグラム以下

十七１．１．１－トリクロロエタン１リットルにつき（３）ミリグラム以下

十八１．１．２－トリクロロエタン１リットルにつき（0.06）ミ1｣グラム以下

十九1.3-ジクロロプロペン１リットルにつき（0.02）ミリグラム以下

二十テトラメチルチウラムジスルフイド（別名チウラム）

１リットルにつき（0.06）ミリグラム以下

二十一２－クロロー4.6-ビスエチルアミノーS-トリアジン（別名シマジン）

１リットルにつき（0.03）ミリグラム以下

二十二S-4-クロロベンジル=N･N-ジエチルチオカルバマート（別名チオベン

１リットルにつき（0.2）ミリグラム以下

二十三ベンゼン１リットルにつき（0.1）ミリグラム以下

二十四セレン及びその化合物１リットルにつきセレン（0.1）ミリグラム

二十五ほう素及びその化合物河川その他の公共の水域を放流先とする公よ

匂

(別名チオベンカルブ）

セレン及びその化合物１リットルにつきセレン（0.1）ミリグラム以下

ほう素及びその化合物河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若し

くは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水

道に下水を排除する場合にあっては１リットルにつきほ

う素（１０）ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水

道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公

共下水道に下水を排除する場合にあっては１リットルに

つきほう素（230）ミリグラム以下

ふっ素及びその化合物河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若し

くは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水

道に下水を排除する場合にあっては１リットルにつきふ

っ素（８）ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水

道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公

共下水道に下水を排除する場合にあっては１リットルに

つきふっ素（15）ミリグラム以下

フェノール類１リットルにつき（５）ミリグラム以下
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二十八銅及びその化合物１リットルにつき銅（３）ミリグラム以下

二十九亜鉛及びその化合物１リットルにつき亜鉛（５）ミリグラム以下

三十鉄及びその化合物（溶解性）

１リットルにつき鉄（１０）ミリグラム以下

三十一マンガン及びその化合物（溶解性）

１リットルにつきマンガン（10）ミリグラム以下

三十二クロム及びその化合物１リットルにつきクロム（２）ミリグラム以下

三十三ダイオキシン類１リットルにつき{10)ピコグラム以下

三十四温度４５度未満

三十五アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

１リットルにつき［380］ミリグラム未満

三十六水素イオン濃度水素指数５を超え９未満

三十七生物化学的酸素要求量１リットルにつき５日間に600ミリグラム未満

三十八浮遊物質量１リットルにつき６００ミリグラム未満

三十九ノルマルヘキサン抽出物質含有量

イ鉱油類含有量１リットルにつき（５）ミリグラム以下

□動植物油脂類含有量１リットルにつき（30）ミリグラム以下

四十窒素含有量１リットルにつき[240］ミリグラム未満

四十一りん含有量１リットルにつき[32]ミリグラム未満

四十二前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道（当

(immmm'咄、

四十二前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道（当該公共

下水道が法第６条第４号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水

道が接続する流域下水道）からの放流水に関する排水基準が定められたもの（第37号に

掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く｡）

当該排水基準に係る数値

２前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、

１曰当たりの平均的な下水の量が○○立方メートル未満であるものには、適用しない．

（水質管理責任者制度）

第11条除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管

理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市（町村）長に届け

出なければならない。

（除害施設の設置等の届出）

第１２条除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところによ

り、あらかじめ、その旨を市（町村）長に届け出なければならない。届け出た事項を変更

しようとするときも、同様とする。

（排除の停止又は制限）

第１３条市（町村）長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を
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停止させ、又は制限することができる。

一公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

二公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

三前２号に掲げるもののほか、市（町村）長が管理上必要があると認めるとき。

（使用開始等の届出）

第１４条使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止し

ているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、

あらかじめ、その旨を市（町村）長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除

して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

２法第１１条の２、第１２条の３，第１２条の４又は第１２条の７の規定による届出をした者

は、前項の規定による届出をした者とみなす。

（使用料の徴収）

第１５条市（町村）は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

２使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知

書又は口座振替の方法により徴収する。

３使用料は、毎使用月の終曰の翌曰から起算して○○曰以内に納入しなければならない。

４前２項の規定にかかわらず、市（町村）長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水

のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要

があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の

精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出が

あったときその他市（町村）長が必要があると認めたときに行う。

（使用料の算定方法）

第１６条使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定

めるところにより算出した合計額に、１．０５を乗じて得た額（１円未満の端数は切り捨て

る｡）とする。

（表略）

２使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

－水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、２以上の使用者が給水装

置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することがで

きないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市（町村）長が認定する。

二水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用

の態様を勘案して市（町村）長が認定する。

三製氷業その他の営業でぃその営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道

に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、

毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した

申告書を、その使用月の末曰から起算して○○曰以内に市（町村）長に提出しなければ

①
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ならない。この場合においては、前２号の規定にかかわらず、市（町村）長は、その申

告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

３使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、

又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、１使用月とし

て算定する。

（資料の提出）

第１７条市（町村）長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料

の提出を求めることができる。

第５章雑則

（改善命令）

第１８条市（町村）長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は

除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若

しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

（行為の許可）

第１９条法第24条第１項の許可を受けようとする者は､規則で定めるところにより、申請

書に次の各号に掲げる図面を添付して市（町村）長に提出しなければならない。許可を受

けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

－施設又は工作物その他の物件（排水設備を除く０以下「物件」という｡）を設ける場

所を表示した平面図

二物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更）

第２０条法第24条第１項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、

又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件（地上に存す

る部分に限る｡）に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的

に付随して行うものとする。

（占用）

第２１条公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く｡）(以

下「占用物件」という｡）を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しよう

とする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出

して市（町村）長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする

ときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第２４条第１項の許可を受け

たときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

－公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

二公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

三公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

鰊
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四占用物件の構造

五工事実施の方法

六工事の期間

七公共下水道の復旧の方法

２市（町村）は、前項の許可を受けた者から、次の表に掲げる占用料を徴収する。

（表略）

（暗渠の使用に係る調査）

第２１条の２公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分（以下単に「暗渠」という｡）

に電線又は下水道法施行令（昭和３４年政令第147号）第１７条の３に規定する物件（以下

「電線等」という｡）を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定める

ところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査（以下単に「調査」とい

う｡）を市（町村）長に申請しなければならない。

２市（町村）長は、第１項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行う

ことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものと

する。

（暗渠の使用）

第２１条の３暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定

めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市（町村）長の許

可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

－暗渠の使用の目的

二暗渠の使用の期間

三暗渠の使用の場所及び電線等の設置場所

四電線等の構造

五工事実施の方法

六工事の期間

七公共下水道の復旧の方法

２前条第１項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項

の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

（暗渠の使用に係る許可の基準）

第２１条の４市（町村）長は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる

基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

－暗渠について使用の申請をする者（以下「申請書」という｡）が敷設しようとする電

線等が以下の技術的基準に適合すること。

イ電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

ロ電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数

が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
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ハ電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性の

あるものであること。

二電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に

著しい支障が生じることがないものであること。

ホ電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

ヘその他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

二申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、市（町村）長

が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

三申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと

（許可の取消しを受けた法人において､当該取消しがあった曰前６０曰以内に当該法人の

役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その

司他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役

又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号におい

て同じ｡）であったことを含む｡）がないこと。

四申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者

がいないこと。

五申請者が個人である場合、その支配人のうちに第３号に規定する許可の取消しを受け

た者がいないこと。

六申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

七暗渠の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあ

っては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等（変更の許可等も含む｡）の取得が可

能であると見込まれること。

八使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する

，具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目

的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

２市（町村）長は、申請者による使用の申請があった曰から１月以内に使用の可否につい

ての決定をするものとする。

３市（町村）長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合に

おいては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

４市（町村）長は、第１項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもっ

て、申請者にその旨を通知するものとする。

５市（町村）長は、第１項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料（以下「暗渠

使用料」という｡）を徴収する。
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（許可の条件）

第２１条の５市（町村）長は、前条第１項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項
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について、許可する際の条件に定めるものとする。

一使用の許可を受けた者（以下「使用者」という｡）は、市（町村）長に対して自己の

責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により

電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

二使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該

使用者の負担により電線等を除却し､公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

三使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除

却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

（占用期間）

第２１条の６第21条第１項の規定による占用の期間は、５年以内とする。

（使用期間等）

第２１条の７第21条の３第１項の規定による使用の期間は、５年以内とする。

２市（町村）長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、

継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第２１条の４第１項に

規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、市（町

村）長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この

限りでない。

（使用の許可の取消し）

第２１条の８市（町村）長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許

可を取り消すことができる。

一使用者が暗渠に敷設した電線等が第２１条の４第１項に規定する基準に該当しなくな

った場合

二使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合

三使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

四使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

五使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

六使用者が使用条件に違反した場合

七前各号に掲げる場合のほか、市（町村）長が使用期間中に公益上やむを得ない理由に

より電線等について撤去の必要があると判断した場合

（原状回復）

第２２条第２１条第１項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることがで

きる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物

件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市（町村）長が原状

に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

２市（町村）長は、第２１条第１項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又

は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
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３市（町村）長は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなっ

たときは、当該使用者に対して、第２１条の５の規定に基づき定めた原状回復について必

要な指示をすることができる。

４市（町村）長は、第２１条の５の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかか

わらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合にお

いて､公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは､使用者に対して、

必要な指示をすることができる。

（手数料）

第２３条市（町村）は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各

号に定める額の手数料を徴収する。

一責任技術者の登録１件につき○○円

二指定工事店の指定１件につき○○円

２前項の手数料は、申請の際に徴収する。

３既納の手数料は、返還しない。．

（使用料等の督促）

第２４条市（町村）長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入（以

下「使用料等」という｡）を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後○○曰以

内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

２前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の曰から○○曰以内とする。

３督促状を発行した場合は、１通につき○○円の督促手数料を徴収する。

４使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌曰から納

付の曰までの期間の曰数に応じ、その金額に年○○．○パーセント（督促状に指定する期

限までの期間については、年○○．○パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当す

る延滞金額を加算して徴収する。

（使用料等の減免）

第２５条市（町村）長は、公益上その他特別の事'盾があると認めたときは、この条例で定

める使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することができる。

（規則への委任）

第２６条この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。

《｛IiwQm、

鰊

第６章罰則

（罰貝Ｉ）

第２７条次の各号に掲げる者は、５万円以下の過料に処する。

－第５条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

二第６条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
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三偽りその他不正な手段により第６条の５に規定する責任技術者の登録を受けた者

四排水設備等の新設等を行って第７条第１項の規定による届出を同項に規定する期間

内に行わなかった者

五第８条又は第１0条の規定に違反した使用者

六第１２条の規定による届出を怠った者

七第１７条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

八第１８条に規定する命令に違反した者

九第22条第２項、第３項及び第４項の規定による指示に従わなかった者

十第５条第１項、第１９条の規定による申請書又は図書、第５条第２項本文、第１２条、

第１４条の規定による届出書､第１６条第２項第３号の規定による申告書又は第１７条の規

定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提

出者

第２８条偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金

額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは、５万円と

する｡）以下の過料に処する。

第２９条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人

又は人の業務に関して前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又

は人に対しても、各本条の過料を科する。
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和歌山市下水道条例１/７ページ

○和歌山市下水道条例

昭和５９年３月３０曰
条例第１７号

和歌山市下水道条例(昭和48年条例第１７号)の全部を改正する。
第1章総則

（趣旨）

第1条市の設置する下水道の管理及び使用については，下水道法（昭和33年法律第79号。以下「法」とい
う｡）その他の法令で定めるもののほか，この条例の定めるところによる。
（用語の定義）

第2条この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。
（１）下水，汚水，下水道，公共下水道，都市下水路，終末処理場，排水区域及び処理区域法第2条に
規定する下水，汚水，下水道，公共下水道，都市下水路，終末処理場，排水区域及び処理区域をい
う。

（２）排水設備法第１０条第１項に規定する排水設備（し尿浄化槽を除く。）をいうＯ
（３）除害施設法第１２条第１項及び法第１２条の１１第１項に規定する除害施設をいう。
（４）特定事業場法第１２条の２第１項に規定する特定事業場をいう。
（５）使用者下水を公共下水道に排除して，これを使用する者をいう。

（６）水道及び給水装置水道法(昭和３２年法律第177号)第3条第１項に規定する水道及び同条第９項に規
定する給水装置をいう。

（７）工事用水道工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第３項に規定する工業用水道をいう。
設備，除害施設等の検査に当た_る本8）下水道検査員

筏Y蓮天奪ﾜﾗｺ霞歪了
の職員 い

第3条使用者又は排水設備を設けなければならない者が市内に居住しない場合は，市内に居住す
ぃうちから代理人を選定し，市長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

る者の

し，市

り総代

と使用者が，水道水を共同で使用している場合は，その水道水の使用者のうちから総代人を選定し，

長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
]歌山市水道事業給水条例（昭和３６年条例第８号)第１８条の3第３ の規定によ前項の総代人は

人とし二 ってこれに

第2章排水設備の設置等
（排水設備の接続方法及び内径等）

第4条排水設備の新設，増設又は改築（以下「新設等」という。）を行おうとするときば，次の各号に定
めるところによらなければならない。
（１）合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は，公共下水道のますその他の排
水施設(法第１１条第１項の規定により，又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得てず他人
の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において
「公共ます等」という。）に固着させること。

（２）分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は，汚水を排除すべき排水設備に
あっては公共ます等で汚水を排除すべきものに，雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で
雨水を排除すべきものに固着させること。

（３）排水設備を公共ます等に固着させるときは「公共下.水道の施設の機能を妨げ，又はその施設を損
傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
（４）汚水のみを排除すべき排水管の内径は，市長が特別の理由があると認めた場合を除き，次の表に

經焉醗三畠鯛泉譽菫嵩程誓鑑謡j悪IiiBl霊異j看;’2毒jilbq二雷'蕊'七荊曇湯禰
除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は，７５ミリメートル以

ことがで上

Ⅱ

めた場舍FII|の弾由がZｉT】□

除き，次の表に定めるところによるものとし，排水薬きよの断面積は，同表の左欄の区分に応じ，そ
れぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし１
の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下の
のの内径は７５ミリトル以上とするとができる

や￣￣－－－－℃－．･丁

＜勾配う

ムハ下フニに直Ｅ・売しよい゛･設日又
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掴:水面積(単位平方メートル） 排水管の内径(単位 ミリメ l■■■■■■ トル）

200未満 １００以上

200以上600未満 １５０以上

600以上 200以上

排水人口（単位人） 排水管の内径(単位ミリメートル）

150未満 １００以上

１５０以上300未満 １５０以上

300以上600未満 200以上

600以上 250以上
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第5条公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第１項の規定により
その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。次条において同じ。）の新設等を行おうとすると
きは，次の各号の定めるところによらなければならない。

（１）汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに，雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入
させるように設けること。

（２）堅固で耐久力を有する構造とすること。

（３）陶器，コンクリート，れんがその他の耐水性の材料で造り，かつ，漏水を最小限度のものとする
措置が講ぜられていること

（排水設備等の計画の確認）

第6条排水設備又は前条の排水施設（これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」と
いう。）の新設等を行おうとする者は，あらかじめ，その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法
令の規定に適合するものであることについて町規則で定めるところにより，申請書に必要な書類を添付
して提出し，市長の確認を受けなければならない。

２前項の申請者は，同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは，
あらかじめ，その変更について書面により届lナ出て同項の規定による市長の確認を受けなければならな
い。ただし，排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては，事前にその旨を市長に届
け出ることをもって足りる。

（排水設備等のエ事の実施）
第7条排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。）は，排水設備等指定工事店(排水
設備等工事責任技術者が専属して従事する工事店で，市長の指定を受けたものをいう。以下同じ。）で
なければ行ってはならない。

三篝i轤蕊鱒i遮趣遡些蝿趣
]歌山市排水設備等指定工事店

第8条排水設備等の新設等を行った者は叶その工事を完了したときは，エ事の完了した曰から５曰以内に
至１１達するようにその旨を市長に届[ナ出て，その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に
適合するものであることについて，′下水道検査員の検査を受けなければならない。
２下水道検査員は，前項の検査をした場合において，その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法
令の規定に適合していると認めたときは，排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証及び章標を
交付するものとする
(従来からの排水設備等の認定）
9条従来からの排水設備等を使用しようとする者は市長に届け出て不水道検査員の検査を受け超
ければならない。

市長は，前項の検査をした場合においてbその排水設備等が，排水設備等の設置及び構造に関する法▲
令及びこの条例の規定に適合していると認めたとき，又は市長が適当と認めたときは，従来からの排水
設備等を使用しようとする者に対し江検査済証及び章標を交付するものとする且

第

２

第3章公共下水道の使用“

（特定事業場からの下水の排除の制限）
第１０条特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下第１２条
において同じ６）を使用する者は，次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
（１）アンモニア性窒素，亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量１リットルにつき380ミリグラム未満
（２）水素イオン濃度水素指数５を超え9未満
（３）生物化学的酸素要求量１リットルにつき５曰間に600ミリグラム未満 ’@剛9ｍｍ
（４）浮遊物質量１リットルにつき600ミリグラム未満
（５）〆ルマルヘキサン抽出物質含有量
ア鉱油類含有量１リットルにつき５ミリグラム以下
イ動植物油脂類含有量１リットルにつき３０ミリグラム以下
（６）窒素含有量１リットルにつき240ミリグラム未満

（７）燐りん含有量１リットルにつき３２ミリグラム未満
２製造業又はガス供給業に係る寺定事場から下水ド除して公共下水道(和歌川終末処理場で処理され
る汚水に限る。）を使用する者に関する前項の規定の適用については，同項第２号中「５を超え9未満」と
あるのは「5.7を超え８７未満」と，同項第３号及び第４号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミ
リグラム未満」と，同項第６号中「240ミリグラム未満」とあるのは「１５０ミリグラム未満」と，同項第７
号中「３２ミリグラム未満」とあるのは「２０ミリグラム未満」とする。

３特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。）に直接排除されたとした場
ノ合においてはザ水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により，当該下水につい
て第１項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては，同項
に定める水質）より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは，当該下水に係る第１項に規定する水質
の基準は前2項の規定にかかわらず，その排水基準とする。
（除害施設の設置）

第１１条使用者は，次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。）を継続して
‘排除するときは，除外施設を設けな'ﾅれぱならない。ただし，市長が定めるものについては，この限り
でない。

（１）温度４５度未満
（２）水素イオン濃度水素指数5を超え9未満

http://reiki・hall､city・wakayamawakayamaJp/reiki/LiO5-Hon-Dsp・exe?ＰＡＧＥ=1＆UTDIR=､:\EF…2006/11／2４
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（３）ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア鉱油類含有量１リットルにつき５ミリグラム以下
イ動植物油脂類含有量１リットルにつき３０ミリグラム以下

（４）沃よう素消費量１リットルにつき220ミリグラム未満
第１２条次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第１２条の2第１項又は第５項
の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。）を継続して排除して公共下
水道を使用する者は，除害施設を設けなければならない。ただし，市長が定めるものについては，この
限りでない。

（１）下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第１項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定
める数値(同条第３項に規定する場合においては，同項に規定する基準に係る数値）
（２）温度４５度未満

（３）アンモニア性窒素，亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量１リットルにつき380ミリグラム未満
（４）水素イオン濃度水素指数５を超え９未満

（５）生物化学的酸素要求量１リットルにつき５曰間に600ミリグラム未満
（６）浮遊物質量１リットルにつき600ミリグラム未満
（７）ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア鉱油類含有量１リットルにつき５ミリグラム以下
イ動植物油脂類含有量１リットルにつき３０ミリグラム以下
（８）窒素含有量１リットルにつき240ミリグラム未満

（９）燐りん含有量１リットルにつき３２ミリグラム未満

」

のI±１４０臣

、１６００

（ﾛＸ吉而帝寺ノ

第１２条の２市長ｌま，前条の基準に適合しない下水を排除しようとし〆又は現に排除している使用者に対
し，期限を定めて除害施設の設置その他必要な措置を命じ，又は公共下水道への排除の一時停止を命ず
ることができる。

（除害施設の新設等の届出及び検査）

第１３条除害施設の新設等を行おうとする者は，あらかじめ，その旨を市長に届け出なければならない。
届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
２除害施設の新設等をした者は，工事完了後速やかにその旨を市長に届け出て，その検査を受けなけれ
ばならない。

天凋Ｅへ

第１５条使用者が，公共下水道の使用を開始し，休止し，若しくは廃止し，又は現に休止しているその使
用を再開したときは，当該使用者は，規則で定めるところにより，遅滞なく，その旨を市長に届け出な

添f鶚i==聖と茎==璽杢2≧竺塗｣L=聖三二杢篁型型i=塑一型茎些一一
弟１６条市長は，公共下水道の使用について，使用者から使用料を徴収する。Ⅲ
２使用料の額は，趾表篁-1に定めるところにより算出した額とする。、
３前項の規定にかかわらず，次に定める基準を超える水質の汚水を排除する者に係る使用料の額は，別

表篁上に定めるところにより算出した額に則壷篁旦に定めるところにより算出した額を加算した額とす
る。ただし，汚水の排除量が，市長の定める量に満たない場合は，この限りでない。
（１）生物化学的酸素要求量１リットルにつき５曰間に200ミリグラム
（２）化学的酸素要求量１リットルにつき200ミリグラム
（３）浮遊物質量１リットルにつき200ミリグラム

４前2項に定める使用料の額に１円未満の端数が生じたときは，その端数を切り捨てるものとする。
５前条に規定する届出をしないで公共下水道の使用の開始，休止若しくは廃止又は再開をした者につい
ては，市長が，使用を開始し又は使用を止めた曰を確認しその曰から，又はその曰までの使用料を
徴収する。
６月の途中において公共下水道の使用の開始，休止若しくは廃止又は再開をしたときの使用料の算定
は，次のとおりとする。

（１）使用曰数が１５日以内のものの基本料金は，量1-表篁1に規定する基本料金の2分の1の額として算定
する。

（２）使用曰数が１５日を超えるときは，１月とみなす。
（使用料の徴収方法）

第17条使用料は，納入通知書により，隔月に２月分を一括して使用者又は総代人から徴収する。ただ
し，市長が必要と認めたときは，この限りでない。

２前項の規定にかかわらず，土木建築工事に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する
場合その他公共下水道を－時使用する場合において（必要と認めるときは，市長は，使用料を前納させ
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(使用開始等の届出）

－－二

(１０） 前各号に掲げる項目又は物質以外の項目又は物質で和歌山市排出水の色等規制条例Ｐ
第44号)第8条の規定により当該公共下水道からの放流水に関する基準が定められたもの
〈 ）当ニヵユヨL2筐１－ｲﾖＥｽﾖﾋﾞｂｈ盲

匡成３年条伍１１

(濁りを除

(し尿排除の制限）
第14条使用者は，し尿を公共下水道に排除するときは，水洗便所によってこれをしなければならない．
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ことができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は，使用者から公共下水道
の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めたときに行う。

使用者が水道の共同給水装置を他の使用者と共同で使用している場合の使用料は，共同使用者が連帯
して納付しなければならない。

前項に規定する使用料は，第3条第２項の総代人によって納入しなければならないｑ
(排除汚水量の認定）

１８条市長は，次の各号に定めるところにより，使用料算定の基準となる排除汚水量を認定する。
(1)水道水又は工業用水道水を使用したときは，その使用水量を排除汚水量とする。
(2)共同給水装置により水道水を使用したときの排除汚水量は，各戸均等とみなす。ただし，市長が
必要と認めたときは，各戸の排除汚水量を認定することができる。

(3)井水その他水道水及び工業用水道水以外の水(以下「井水等」という。）を使用したときの排除汚｜
水量は，規則で定めるところにより認鬘定する。

(4)水道水，エ業用水道水，井水等を併せて使用したときの排除汚水量は，前各号により認定された’
排除汚水量を合算したものとする。

(5)製氷業その他の営業で，その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著し
く異なるものを営む使用者は，毎月の排除した汚水の量を記載した申告薑を，その使用月の末日から
起算して７日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては，前各号の規定にかかわら
ず，市長は，その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(6)前各号によりがたい場合は，使用者の申告により当該使用者の汚水排除の態様を勘案して市長が
排除汚水量を認定する。

排除汚水量は，２月ごとに計算して認定する。この場合の排除汚水量は，各月均等とみなす。ただし，
市長が必要と認めるときは，この限りでない。

(汚水の水質の認定）

19条汚水の水質の認定は，法第11条の2の届出に係る資料によるほか'当該汚水の試料を採取し｢掴１mm1ｍ
の試料を分析して行うものとする。
前項の試料の分析は，下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省，建設省令第１号）に定める
方法によるものとする。

(資料の提出）
20条市長は，使用料の徴収その他の下水道の管理に関し，必要な限度において，使用者又は関係人か第20条市長は，使用料の徴収その他の下水道の管理に関し，必要な限度において，使用者又は関係人か

●
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語４草イ丁潟の言千口

（行為の許可）

第21条法第24条第１項又は法第29条第１項の許可を受けようとする者は，市長に申請書を提出しなければ
ならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
（許可を要しない軽微な変更）

第22条法第24条第１項又は法第29条第１項の条例で定める軽微な変更は，下水道の施設の機能を妨げ；又
はその施設を損傷するおそれのない物件でこれらの規定による許可を受けて設けた物件(地上に存する
部分に限る。）に対する添加であって，当該許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設け
る目的に付随して行うものとする。

（法第24条第１項の許可を受けた排水施設への接続の許可等）

第22条の２第21条の規定により法第24条第１項の許可を受けた排水施設に下水を排除するための工作物を
接続しようとするときは，市長の許可を受けなければならない。

2物iilFiL蝿鼻慕禦ｉｉ簗｣評鴎室f塁;i毒嬉i型U鰯鰯蝋晉欝熟施認熟
，水を排除する者に適用この＝の
（占用の許可）

第23条下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。）を設け，継続して
下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は，市長§の許可を受けなければならない。ただし，占
用物件の設置について法第24条第１項又は法第29条第１項の許可を受けたときは，その許可をもって占用
の許可とみなす。

２占用許可の期間は，下水道に下水を排除する排水施設，橋，水道管，ガス管又は電線については，１０
年以内とし，その他のものについては，３年以内とする。許可の期間が満了した場合において，これを
更新しようとするときの期間についても同様とする。

３市長は，第１項の占用許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし，次の各号に掲げる占用物件につ
いては，この限りでない。

（１）下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2)国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3)国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に
係る占用物件
(4)地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第１項に規定する地方公
営企業以外の事業に係る占用物件

４前項の占用料については，
￣て肩;沃面7夏フー－－－

]歌山市道路占用：条例Ｐ和２８主 条例第32号)を準用する○

第24条前条第１項の占用の許可を受けた者は，その許可により占用物件を設けることができる期間が満一

了したとき，又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは，当該占用物件を除却し，下水道を原状

http://reiki・hall・city,wakayamawakayamaJp/reiki/LiO5-Hon-Dspexe?ＰＡＧＥ=1＆UTDIR=D:\EF…2006/11/2４
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に回復しな,ナれぱならない。ただし，原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは，この限回復しなければな
りでない。

市長は，前条第１
当な場合の措置に
(使用料等の減免）
25条市長は，公

きる。

第5章雑則

に

２

第

i条第1項の占用の許可を受けた者に対して，前項の原状回復又は原状に回復することが不適
措置について必要な指呆をすることができる。

益上その他特別の事情があると認めたときは，使用料又は占用料を減免することがで

'第１１琴ir篝'三対蹴簔j鑑雛'灘繍号物實~除害i桓睾を雲薑し＝うとす'ろとき■
（規則への委任）

第27条この条例で定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
第6章罰則

（罰則）

第28条次の各号のいずれかに該当する者に対しては，［、工工豆亘玉]の過料に処する．
（１）篁旦全の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
（２）重Z釜の規定に違反して工事を行った者
（３）篁旦釜篁｣_垣又は童２条第-1-垣の規定による届出を行わなかった者又は検査を拒否した者
(4)第13条の規定による届出を行わなかった者又は固条第２項の規定による検査を拒否した者
（５）篁辺全の規定による届出を行わなかった者
（６）篁旦Q条旦の規定による資料の提出を拒否し，又は怠った者
（７）篁旦金若しくは篁旦]_釜の規定による申請書，篁｣_&金蔓1-璽箪旦呈の規定による申告書又は篁旦Q主の

《'１１Ｗ，謹繍言i王j雲:騨皇誓舞U<獺;'窒鰹
（９）第23条第１項の規Ⅱ定による許可を受けないで占用した者
（１０）第24条第１]夏の規定に違反して占用物件を除却しなかった者又は同条第２項の規定による指示に
従わなかった者

第29条詐欺その他不正の行為により’使用料又は占用料の徴収を免れた者は；その免れた金額の5倍に
相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは，50,000円とする。）以下の過料に
処する。

第30条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，その法人又は人の業務に
関して前2条の違反行為をしたときは，行為者を罰するぼか，その法人又は人に対しても各本条の過料
を科する。

附則(昭和59.5.26第7条及び第２6条施行，規則２９昭和５９．１１．１第7条及び第２6条を除く各規定
施行，規則６５）

１この条例は；規則で定める曰から施行する。
２この条例の施行前に改正前の和歌山市下水道条例の規定に基づいてした処分，手続，その他の行為
は，この条例中に相当する規定があるときはＬこの条例に基づいてしたものとみなす。

３この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。
附則(昭和５９年１０月３曰）￣

この条例は，和歌山市下水道条例(昭和５９年条例第１７号）（第7条及び第２6条の規定を除く。）の施行の曰

鰊ら施行する.
、附則(昭和６２年３月２８日）

１この条例は，昭和62年４月１曰から施行する。ただし，第２条の規定は，昭和62年１１月１曰から施行す
る｡

２第1条の規定による改正後の和歌山市下水道条例附則第２項の表（１）の規定は，昭和62年４月１日以後の
使用に係る使用料について適用し同曰前の使用に係る使用料については，なお従前の例による。

３第2条の規定による改正後の和歌山市下水道条例の規定は，昭和62年１１月１曰以後の使用に係る使用料
について適用し，同曰前の使用に係る使用料については，なお従前の例による。

４この条例の施行前にした行為に対する罰則については，なお従前の例による。
附則(昭和63年３月３１曰）

１この条例は，昭和63年７月１曰から施行する。
２この条例による改正後の和歌山市下水道条例別表第１の規定は，この条例の施行の曰以後､の使用に係る
使用料について適用し，同曰前の使用に係る使用料については，なお従前の例による。

附貝Ⅲ（平成元年３月３１曰）

１この条例は，平成元年４月１曰から施行する。
２この条例による改正後の和歌山市下水道条例の規定にかかわらず，この条例の施行の曰（以下この項に
おいて「施行曰」という。）前から継続している公共下水道の使用で，施行曰から平成元年４月３０曰まで
の間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行曰以後初めて使用料の支払を受
｜ナる権利の確定される曰が同月３０曰後である公共下水道の使用にあっては，当該確定されたもののう
ち，施行曰以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定曰（その直前の使用料の支払を
受ける権利が確定した曰をいう。以下この項において同じ。）から施行曰以後初めて使用料の支払を受
ける権利が確定される曰までの期間の同数で除し，これに前回確定曰から同月３０曰までの期間の月数を
乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。）については，なお従前の例による。
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３前項の月数は，暦に従って計算し，１月に満たない端数が生じたときは，これを１月とする。
附則(平成3年３月２６曰）

１この条例は，平成3年７月１日から施行する。

２この条例による改正後の和歌山市下水道条例の規定は，この条例の施行の曰以後の使用に係る使用料
’二ついて適用し，同曰前の使用に係る使用料については，なお従前の例による。

附則(平成3年12月２１曰）
１この条例は，平成4年１月１曰から施行する。

２この条例による改正後の和歌山市下水道条例第１２条の規定により同条第１項第７号に掲げる項目又は物
質の除害施設を設けなければならない者についての同条の規定は，平成6年３月３１曰までの間，適用しな
い。

附則(平成7年３月１４日）

この条例は，平成7年４月１曰から施行する。
附則(平成8年１０月４曰）

１この条例は，平成9年１月１曰から施行する。

２この条例による改正後の和歌山市下水道条例の規定は，この条例の施行の曰以後の使用に係る使用料
について適用し，同曰前の使用に係る使用料については，なお従前の例による。

附則(平成9年３月２７曰）

１この条例は，平成9年４月１曰から施行する。

２この条例による改正後の和歌山市下水道条例の規・定にかかわらず，この条例の施行の曰（以下この項に
おいて「施行曰」という。）前から継続している公共下水道の使用で，施行曰から平成9年４月３０曰まで
の間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行曰以後初めて使用料の支払を受
ける権利の確定される曰が同月３０曰後である公共下水道の使用にあっては，当該確定されたもののう

菫iﾅ鰯蝋芒鰯欝簾型誘薑勵三薔瀞i§;liii要|繍壬(雛剪窪鰯溌騒
げる権利が確定される曰までの期間の月数で除し，これに前回確定曰から同月３０曰までの期間の月数詮
乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。）については，なお従前の例による。

３前項の月数は，暦に従って計算し，１月に満たない端数が生じたときは，これを１月とする。
附則(平成１０年３月２６曰）抄

１二の条例は，平成10年４月１曰から施行する。
附則(平成１１年１０月４日）

１この条例は，平成１２年１月１曰から施行する。

２この条例による改正後の和歌山市下水道条例の規定は，この条例の施行の曰以後の使用に係る使用料
について適用し，同日前の使用に係る使用料については，なお従前の例による。

附則(平成１２年３月２７曰）

１この条例は，平成１２年４月１日から施行する。
２この条例の施行の際現に排水設備等エ事指定業者の登録を受けている者は，この条例による改正後の
和歌山市下水道条例第7条の規定の適用については，排水設備等指定工事店の指定を受けた者とみな
す。

３この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。
附則(平成１３年３月２８曰）抄

１この条例は，平成１３年４月１曰から施行する。
附則(平成１３年１２月２７曰）

この条例は，平成１４年７月１曰から施行する。 '．M`ｌｍｌ、
附貝Ⅱ(平成１４年１２月２６日）

１この条例は，平成１５年４月１日から施行する。
２この条例による改正後の和歌山市下水道条例の規定は，この条例の施行の曰以後の使用に係る使用料
について適用し，同日前の使用に係る使用料については，なお従前の例による。

附則(平成１６年３月２５曰）

この条例は，平成１６年４月１曰から施行する。
附則(平成１７年１０月５曰）

この条例は，下水道法の一部を改正する法律(平成１７年法律第70号)の施行の曰から施行する。
（施行の曰＝平成１７年１１月１日）

別表第１（第１６条関係）
（１月当たり）

金額金額

１２６円0

１６２円７５銭

１７８円50銭
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区分 基本料金

排除汚水量 金額

超過料金（1立方メートルにつき）

非除汚水量 金額

１０立方メートルを超え30立方メートル
までの分

30立方メートルを超え100立方メート
ルまでの分
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Ｊ９ﾛロⅢ

１０円50銭

別表第２(第１６条関係）

皿Ⅱ目

る。

《11'vmmM、

鰊
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〔注〕生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量については，それらのうち数値の大きい方'二よ

水質区分

１
■
』

八
軍

･金（1立方メートルにつき）

汚水１リットル中の生物化
学的酸素要求量又は化学

的酸素要求量

200ミリグラムを超え300
ミリグラムまでの分

300ミリグラムを超える

分

１０円50銭

１０円５０銭に，３００ミリグラムを超える分につき1００
ミリグラム（１００ミリグラム未満の端数は，１００ミリ
グラムとする。）増すごとに８円４０銭を加えた額

汚水１リットル中の浮遊物
質量

200ミリグラムを超え300

ミリグラムまでの分

300ミリグラムを超える

分

１５円75銭

１５円７５銭に，３００ミリグラムを超える分につき1００
ミリグラム（１００ミリグラム未満の端数は，１００ミリ
グラムとする。）増すごとに１８円90銭を加えた額
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○和歌山市排水設備等指定工事店条例

1/３ページ

平成１３年３月２８曰
条例第26号

(趣旨）

第1条和歌山市下水道条例(昭和59年条例第17号。第10条第２項において「条例」という。）第7条第１項
に規定する排水設備等指定工事店（以下「指定工事店」という。）の指定等に関し必要な事項を定めるも
のとする。
（指定工事店の指定）

第2条指定工事店の指定を受けようとする者は，規則で定める申請書に，次に掲げる書類を添付して市
長に提出しなければならない。

（１）次条第４号アからエまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
（２）法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書，個人にあってはその住民票の写し又は外国人登
録原票に記載した事項に関する証明書(第１１条第１項において「外国人登録済証明書」という。）
（３）営業所の平面図及び付近見取図並びに内部及び外部の写真

（４）専属して従事する排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。）の名簿及び雇用関係
を証する書類
（５）次条第２号で定める機械器具を有することを証する書類
（６）その他規則で定める書類

２市長は，前項の規定による申請があったときは，その内容を審査し，指定エ事店の指定をするものと
する。

（指定の基準）

第3条市長は，前条第１項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは，
同条第２項の指定を行う。

《１１'､'Ｍ）営業所ごとに，専属して従事する責任技術者を１人以上有している者であること。
（２）排水設備等の新設等の工事の施エに必要な設備及び器材を有している者であること。
（３）市内に営業所を有している者であること。
（４）次のいずれにも該当しない者であること。
ア成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

イ第8条第１項の規定により指定工事店の指定を取り消され，その取消しの曰から起算して２年を経
過しない者

ウその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由があ
る者

工法人であって，その役員のうちにアからウまでのいずれかに該当する者があるもの
（指定工事店証）

第4条市長は，第2条第２項の規定により指定をしたときは，排水設備等指定工事店証(以下「指定工事店
証」という。）を交付する。

２指定工事店は，指定エ事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
（指定工事店の責務及び遵守事項）

第5条指定工事店は，下水道に関する法令の定めるところに従い，適正な排水設備等の工事の施工に努
めなければならない。

（調査）
第6条市長は，必要があると認めるときは，指定工事店の指定基準の要件その他業務の執行に関し，調

《I1ImMI'ﾍ査することができる。（指定の承継）
第7条〈指定工事店を合併し〆分割し，又はその営業を譲り受けようとする者は，あらかじめ市長の承認
を受|ナなければ，第2条第２項の規定による指定を承継することができない。

２前項の規定による指定の承継を受けた場合の指定有効期間は，当該指定工事店の残存指定有効期間と
する。

（指定工事店の指定の取消し等）

第8条市長は，指定工事店が次の各号のいずれかに該当する場合は，指定を取り消し，又は６月を超えな
い範囲内で期間を定めて指定の効力を停止することができる。

（１）篁旦釜各号に適合しなくなったとき。
（２）第10条第１項の規定に違反したとき。
（３）第5条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備等の工事の施工ができな
いと認められるとき。
（４）次条の規定のよる届出をせず，又は虚偽の届出をしたとき。．
（５）その施工する排水設備等の工事が，下水道施設の機能に障害を与え，又は与えるおそれがあると
き。

（６）不正の手段により第2条第２項の指定を受けたとき。
２指定工事店は，前項の規定により指定を取り消されたときは，指定工事店証を返納しなければならな
い。また，同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは，その期間中指定工事店証を返納しな
；ければならない。
（届出）

第9条指定工事店は，営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき又は排水設
備等の新設等の工事の事業を廃止し，休止し若しくは再開したときは，規則で定めるところにより，

http://reiki,hall､city､wakayamawakayamaJp/reiki/LiO5-Hon-Dsp.eＸｅ?ＰＡＧＥ=1＆UTDIR=D:\EF…2006/11／2４
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その旨を市長に届け出な'ナれぱならない。
（責任技術者）

第１０条指定工事店は，営業所ごとに，次項各号に掲げる職務をさせるため，次条第１項に規定する責任
技術者の登録を受けている者のうちから，責任技術者を専属させなければならない。

２責任技術者は，次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
（１）排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
（２）排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

（３）排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していること
の確認

（４）条例第8条第１項に規定する検査の立会い

３排水設備等の新設等の工事に従事する者は，責任技術者がその職務として行う指導に従わなければな
らない。

（責任技術者の登録）

第１１条責任技術者の登録を受けようとする者は，規則で定める申請書に，次に掲げる書類を添付して市
長に提出しなければならない。
（１）住民票の写し又は外国人登録済証明書
（２）次条第１項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類
（３）次条第２項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
（４）その他規則で定める書類

２市長は，前項の規定による申請があったときは，その内容を審査し，責任技術者の登録をするものと
する。

（責任技術者の登録の資格）

第'2条市長が指定する責任技術者試験に合格した者は，責任技術者の登録を受ける資格を有するも｡;!hi'lii，する。

２市長は，次の各号のいずれかに該当する者に対しては，責任技術者の登録を行わないことができる５－．
（１）成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
（２）第１５条第１項の規定により責任技術者の登録を取り消され，その取消しの曰から２年を経過しない
者

（責任技術者証）

第１３条市長は，第１１条第２項の規定により登録をしたときは，排水設備等工事責任技術者証(次条及び第
１７条において「責任技術者証」という。）を交付する。
（責任技術者証の携帯）

第１４条責任技術者は，その職務を行う場合は，責任技術者証を携帯し，市の職員その他関係人の請求が
あったときは，これを提示しなければならない。
（責任技術者の登録の取消し等）

第１５条市長は，責任技術者の登録を受けている者が，下水道に関する法令に違反したときは，その責任
技術者の登録を取り消し，又は６月を超えない範囲内で期間を定めて登録の効力を停止することができ
る。

２第8条第２項の規定は，前項の場合に準用する。
（有効期間）

第１６条指定工事店の指定有効期間及び責任技術者の登録有効期間は，指定の曰又は登録の曰から起算し
て5年とする。ただし市長が特に必要があると認める場合は，これらの有効期間を変更することがで
きる。

２指定ｴ事店又は責任技術者は前項の有効期間満了後引き続き指定又は登録を受けようとするとぎTH〉
は〆有効期間満了１月前までに市長に申請しなければならない。

３第｣2条第2項及び第11条第２項の規定は，前項の申請について準用する。
（指定エ事店証等の再交付）

第１７条指定工事店又は責任技術者は，指定工事店証若しくは責任技術者証(以下この条において「指定
工事店証等」という。）の記載事項に変更があったとき又は指定工事店証等を破損し汚損し，又は亡
失したときは，市長に書換え交付又は再交付を申請しなければならない。
（告示）

第１８条市長は，指定工事店が次の各号のいずれかに該当する場合は，その旨を告示する。
（１）第2条第２項の規定により指定したとき。
（２）第７条第１項の規定により指定の承継を承認したとき。
（３）第8条第１項の規定により指定を取り消したとき。
（４）指定を辞退したとき。

（５）第１６条第３項において準用する第2条第２項の規定により指定したとき。
（６）第１号及び前号の規定による告示事項に変更があったとき。
（手数料）

第１９条指定工事店の指定等又は責任技術者の登録等を受けようとする者は，次に掲げる手数料を納付し
なければならない。

/（１）排水設備等指定工事店指定申請手数料１件につき20,000円
（２）排水設備等指定工事店指定更新申請手数料１件につき１０，０００円
（３）排水設備等工事責任技術者登録申請手数料１件につき4,500円
（４）排水設備等工事責任技術者登録更新申請手数料１件につき3,500円
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（５）排水設備等指定工事店証再交付手数料１件につき１，５００円
（６）排水設備等工事責任技術者証再交付手数料１件につき１，５００円
（規則への委任）

第20条この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。
附則

１この条例は，平成１３年４月１曰から施行する。

２この条例の施行の際，現に指定工事店又は責任技術者として指定又は登録を受けている者は，この条
例の相当規定により指定工事店又は責任技術者として指定又は登録を受けたものとみなす。

附則（平成１３年７月９曰）

この条例は，公布の曰から施行する。
附則（平成１７年３月３曰）

この条例は，平成１７年３月７日から施行する。

『lMmmM1、

鰊
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○橋本市下水道条例

平成１８年３月１日
条例第200号

目次

第1章総則（第1条。第2条）
第２章排水設備の設置等(第３条一第8条）
第３章公共下水道の使用（第９条一第20条）
第４章雑則（第21条一第27条）
第５章罰則（第28条・第２9条）
附則

第1章総則
（趣旨）

第1条本市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和３３年法律第79号。以下
『法」という。）その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義）

第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）下水及び汚水それぞれ法第2条第１号に規定する下水及び汚水をいう。
（２）公共下水道法第2条第３号に規定する公共下水道をいう。
（３）流域下水道法第2条第４号に規定する流域下水道をいう。
（４）排水設備法第１０条第１項に規定する排水設備をいう。
（５）特定施設法第１１条の2第２項に規定する特定施設をいう。
（６）除害施設法第１２条第１項に規定する除害施設をいう。
（７）特定事業場法第１２条の２第１項に規定する特定事業場をいう。

`imw8）使用者下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
上（９）水道及び給水装置それぞれ水道法(昭和３２年法律第177号)第3条第１項に規定する水道及び同条

第９項に規定する.給水装置をいう６

(10）使用料にかかる給水区域橋本水道の給水区域及び高野口水道の給水区域とは、橋 水道事

の設置等に関する条例(平成１８年橋本市条例第２１２号)第2条第２ に規定する区域をいう。

一(排水設備の設置）

第3条公共下水道の供用開始の曰において排水設備を設置すべき者はく遅滞なく当該排水設備を設置し
なければならない。ただし、くみ取便所においては供用開始の曰から３年以内に、その便所を水洗便所
（汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。）に改造しなければならない。
（ド水設用の死〉及び径

第4条排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」という。）を行おうとするときは、次に定めると

ころによらなければならない。
（１）公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあって
は、公共下水道の公共末すその他の排水施設又は他の排水設備（以下「公共ます等」という。）で汚水
を排除すべきものに固着させること。
（２）排水設備を公共まず等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損
傷するおそれのない箇所及びエ事の実施方法で規則の定めるものによること。
（３）汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、

《lw1､､'、次の表に定めるところによるものとし．排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、－の建築物から

排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、７５ミリメートル
以上(勾配100分の3以上）とすることができる。

（排水設備等の計画の確認）
第5条排水設備又は法第24条第１項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これ
らを「排水設備等」という。）の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設
置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請
書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受|ナなければならない。
２前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、
上あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けな'ﾅれぱなら
ない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届|ナ出
ることをもって足りる。

（排水設備等の工事の実施）
第6条排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。 橋本市下水道排水設備指定エ)は、

．【
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排水人口（単位人） 排水管の内径(単位ミリメ
ル）

■■■■■■■ 卜 勾配

150未満 １００以上 100分の２以上

150以上300未満 １２５以上 100分の１．７以上

300以上500未満 １５０以上 100分の１．５以上

５００以上 200以上 100分の１．２以上
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0 -屯。－￣￣〃■１

めん揚言

占う淀惨11の正６，名

ツ】、】■

第7条排水設備等の新設等を行った者は､その工事を完了したときは､工事の完了した曰から国以内に
その旨を市長に届|ナ出て、検査を受けなければならない。

目の樟司吾に合枠

のﾛﾜｲ寸凡

箇所数は、１つの

用及び当該設置

三０）〃、エ

ｌ雌

０ 。

７】ｎＶ［

エトフＫＴ曰、

（除害施設の設置等）

第9条法第１２条第１項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を
使用する者は、除害施設を設け〈又は必要な措置を講じなければならない。．
（１）温度４５度未満
（２）水素イオン濃度水素指数5を超え9未満
（３）ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア鉱油類含有量１リットルにつき５ミリグラム以下

イ動植物油脂類含有量１リットルにつき３０ミリグラム以下
（４）沃素消費量１リットルにつき220ミリグラ

２前項の規定は、１曰当たりの平均的な下水の量力 満である者には、適用しない。′MUwmmi1）
「１

Ｌ」

（特定事業場からの下水の排除の制限）

第１０条特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第１２条の2第3項及び第５項の規定
により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
（１）アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量１リットルにつき380ミリグラム未満
（２）水素イオン濃度水素指数５を超え9未満
（３）生物化学的酸素要求量１リットルにつき５曰間に600ミリグラム未満
（４）浮遊物質量１リットルにつき600ミリグラム未満
（５）ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア鉱油類含有量１リットルにつき５ミリグラム以下

イ動植物油脂類含有量１リットルにつき３０ミリグラム以下
（６）窒素含有量１リットルにつき240ミリグラム未満
（７）燐含有量１リットルにつき３２ミリグラム未満

(8)前各号に掲げる物質又は項目以外のもので和歌山県水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準ｉ
等を定める条例(昭和47年和歌山県条例第33号)により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放|｜
流水に関する排水基準が定められている場合(第４号から第７号までに掲げる項目に類似する項目及び弾

げる場合において、各伝うIニイ壱

Ｉ式、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

('|召鰄雫2if三鶴:凛蕊雪ﾋﾟ騨医誓鱸｣二罵寶秀義正蛮鯏鰯塞i翁蒻篁蝋､ﾂﾞ勵
定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
（２）前項第１号、第６号又は第７号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放
流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域若しくは海域に直接排除されたとした場合に
おいては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第３項の規定による条例によ
り、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

（除害施設の設置等）

第１１条法第１２条の１１第１項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第１２条の2第１項又は第５
項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。）を継続して公共下水道に
排除しようとする者は、除害施設を設|ナ、又は必要な措置を講じなければならない。
（１）下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第１項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定め
る数値。ただし、同条第４項に規定する場合においては、･同項に規定する基準に係る数値とする。
（２）温度４５度未満

（３）アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量１リットルにつき380ミリグラム未満
（４）水素イオン濃度水素指数５を超え9未満
（５）生物化学的酸素要求量１リットルにつき５曰間に600ミリグラム未満
（６）浮遊物質量１リットルにつき600ミリグラム未満

（７）ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア鉱油類含有量１リットルにつき５ミリグラム以下
イ動植物油脂類含有量１リットルにつき３０ミリグラム以下
（８）窒素含有量１リットルにつき240ミリグラム未満
（９）燐含有量１リットルにつき３２ミリグラム未満

http://www・city・hashimotowakayamaJp/reiki/reikihonbun/r2820679001.ｈｔｍｌ￣
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前各号に掲げる物質又は項目以外のもので和歌山県水質汚濁’(１０） ,のもので和歌山県水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基ｉ
道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定め’
二掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。）にあってＩｓ場合（軍６

２前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、第２号から第１０号までについては、１曰当たりユーーーー_▲－－－－----ﾕ

の平均的な下水の量力

(水質管理責任者の選
満である者には、適用しない。１回旦立主

任）

第１２条除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務
を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
（除害施設の設置等の届出）

第１３条除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじ
め、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しよとするときも、同様とする。

２除害施設の設置等を行った者は、工事完了後速やかに、その旨を市長に届け出て、その検査を受けな
ければならない。

（排除の停止又は制限）

第１４条市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制
限することができる。
（１）公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
＜2）公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
（３）前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
（使用開始等の届出）

第１５条使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用

鑪融寺臘言鮮当該使用者は､規則で定めるところにより､あらかじめ､その旨を市長に
Ｚ法第１１条の２，第１２条の３，第１２条の４又は第１２条の７の規定による届出をした者は、前項の規定による
届出をしたものとみなす。

３ の届出をｕ・0回グＴ、ｕＵｊ’』、人＝Ｌ－コ＜uUuログ」、ヲ1＜ｌソⅢ、１ＪシＫＤｕｕ－･IロジＴ－ＤＵｊ司三０７９」コブーｕｕ一コ｡ｊ宅へＩｐｕｌｕｐ’｣、三Ｆ_lzq」」＿Ｌ－－Ｌｆ－こ＿■2－．ノズブーーｑｕＰ２ラヨミｕプノ国出こ

した者が以下の事由(こより使用者となったときは、第１項の届出をしたものとみなす。

（１）汚水の集合処,理団地の区域からの移管
（代表者の選定及び変更）

第１６条排水設備を共有する者又は共同で使用する者その他市長が必要と認めた者は、この条例に定める
一切の事項を処理させるため、代表者を選定し、市長に届け出なければならない。代表者を変更しよう
とするときも、同様とする。

'三三Fｻﾞ雪零畷剛’三露ドド
１２使用料は､毎使用月，より徴収する。ただl

li3使用料の納期限は､’
'４前2項の規定にかかう
ｉする場合その他の公ヲ
ｉせることができる。（

｜下水道の使用を廃止’

’、

１７条市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する『

使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について.[三
より徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない
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1上水道使用料と同 の方法

｜
」

◎

給水条例の規定によるものとする。

'４前2項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用
iＩする場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納さ
ｉせることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共
｜下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めたときに行う。

|＃'`w使用料の算定方法）
｢率１８条使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところによ
Ｉり算出した合計額とする。

（１月当たり）
Ｂ■Ｕ●■■■■■Ｂマロロ、■■■ｑ●■■■ｃ７■■■ＵＢＵ△■ＤＢ■■■■・■｜■Ｇ‐００．・◆▲■■■■■■ＩＣ●●ｔ▲ＩＢ●■Ｏ０ｆ－ｑＯ．●。。●●・ロＨＰ口‐・・Ｄ９Ｉｐｆ１ＤＰ９■・」２７芝ＰＬＭ●ＢｖＢ９０ｌｐＤ●０◆か０●●■◆■■▼■！■‐■曰Ｂ７９０ＣＱＤｌ｜●■Ｐｔ５ＳＦグ●▼ＤＰ

使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1)水道水を排除した場合は、水道の使用水量とし、当該使用水量は、給水条例の規定によるものと
する。ただし、２以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使
用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定す

２

る。̄

(2) 璽言;『i濠砺永万う量が著しく臺呑ること力１(できる。

一一一一一一一一一-,ニーザ々一年,－－－－－－戸一一一一一一一一一一一一一戸一一一一一戸＝円－面一一一

給水装置の故障等により水道の使用水量と公共下
市長が汚水の量を認定することがで_きる｡明白である場合は、

【3）水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘
案して市長が認定する。
（４）製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する
汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を

2006/11／2４http://www・city・hashimotoWakayamaJp/reiki/reikihonbun/r2820679001.ｈｔｍｌ￣

区分 基本料金

排除汚水量 金額

超過）

㈹
｛
』 金

排除汚７〈量 金額

橋本水道の給水区域の－

般排水

１０立方メートルまで １，１５０円 1立方メートルにつき １１５円

高野ロ水道の給水区域の
一般排水

１０立方メートルまで １，３００円 1立方メートルにつき １３０円
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記載した申告書を、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、その
容を検討してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

4/５ページ

申告書の記載内ｉｌ
Ｉｌ
ｌｌ
１

iｌ
Ｉ

使用者が公共下水道の使用を開始したときの使用水量は、その使用開始の曰の属する月分から算定す
るものとする。

使用者が造Zk-主｣塵l篁旦旦全に規定する定例曰以外の曰において～公共下水道の使用を開始し、中止し、
若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合は、その曰の属する自分の料金は、超
過料金にて算定する。
(測定のための装置の設置）

１９条市長は、工場若しくは事業場から排除される汚水の排出量又は水質を認定するため必要があると

認めるときは、当該エ場又は事業場の敷地内の適当な場所に測定のための装置を設置することができ｜
る゜

使用者が前項の規定により設置された装置を亡失し瓜は損傷した場合は､その損害を賠償しなけれ’ぱならない。ただし、天災地変その他使用者の責めに帰さない場合は、この限りでない。

鰯ﾉ雷L繍三;噛軸蕊鯖'蝋霞瓢鰯竈壽鰯'三三雲b望
ない。

前項の規定により、設置場所に立ち入る職員は､身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった｜
ときは全一これを提示_し_なければならない。－－－－－

ら算定すｉ

中止し、｜
}金は、趨

皀があると｜
ができ’

しなけれ’
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'１（資料の提出）

'第20条市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることがで

（改善命令）

第21条市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは←排水設備又は除害施設の設置者若ピw1qumvl
は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずること
ができる。

（行為の許可）
第22条法第24条第１項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる
図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様
とする。

（１）施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。）を設ける場所を表示した
平面図．

（２）物件の配置及び構造を表示した図面
（許可を要しない軽微な変更）

第23条法第24条第１項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を
損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。）に対する添加
であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
（占用）

第24条公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。）を設
け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申
請書を提出して市長の許可を受lナなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同
様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第１項の許可を受けたときは、その許可をもっ
て占用の許可とみなす。’１，鴎1,91

２市は、前項の許可を受けた者から、占用':を‘収る。二だしご国())行う事業に係る占用件につし－」笥
の規Ｉ

ｚ市は、別項の許ｐｊを受けた省から、占用科司

ては、この限りでないづ

３前項の占用料の額及び徴収方法については、
定を準用する。

.､道＝占用料条例(平成１８年橋本市条例第204号

（原状回復）

第25条前条第１項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了した
とき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回
復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限り
でない。

２市長は、前条第１項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適
当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

（使用料の減免又は徴収猶予）
第26条市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例lこよっ て納付しなければなら

ない使用料の全部若しくは－部を減免し、又は徴収猶予することがで_責_ｉＬ－－－
（委任）

第27条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章罰則，

（罰則）

第28条次の各号に掲げる者は、５万円以下の過料に処する。
（１）第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
（２）第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
（３）排水設備等の新設等を行って第7条第１項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかつ

2006/11／2４http://www・city・hashimoto､wakayamaJp/reiki/reikihonbun/r2820679001html-
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た者

（４）第9条又は墓11条の規定に違反した使用者
（５）第１３条の規定による届出を怠った者
（６）第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
（７）第21条に規定する命令に違反した者
（８）第25条第２項の規定による指示に従わなかった者

（９）篁旦全箪｣_垣、篁型釜の規定による申請書又は図面、篁旦全篁二重本文、麹-2全、童1-回生の規定によ
る届出書、迦歪箪旦填篁4畳の規定による申告書又は篁旦Q主の規定による資料で不実の記載のあるも
のを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第29条詐欺その他不正の行為により、使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の
５倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、５万円とする。）以下の過料に処
する６
附則

（施行期曰）
１この条例は、平成１８年３月１曰から施行する。
（経過措置）

２この条例の施行の曰（以下「施行曰」という。）の前曰までに、合併前の橋本市下水道条例(平成１２年橋
本市条例第41号)又は高野口町下水道条例(平成１２年高野ロ町条例第１０号）（以下これらを「合併前の条
例」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定により
なされたものとみなす。

３施行曰において、給水条例の規定により現に給水を受|ナている者の排水に係る下水道使用料は、給水
条例附則第３項の規定を準用する。
４施行曰の前曰までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(l1ii識1,,、

癖

2006/１１／2４http://www,city・hashimotowakayamajp/reiki/reikihonbUn/r2820679001.ｈｔｍｌ￣
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ｄ

ｏ橋本市下水道排水設備指定工事店条例

1/３ページ

平成１８年３月１曰
条例第201号

第{鑿言との条例は、
条第1項及び橋本7

爵本市下水道条例（平成１８年 本市条例第200号 以下「下水道桑例」という第６
農業集落 水処理施聿塾置及び轌理桑Ⅲ平成1８二塗１７４号以「曲

に規定する下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。）の指条例」という。）第8条第２堰

定等に関し必要な事項を定めるものとする。
（指定工事店の指定）

第2条丁水道条例第6条及び農集条例第8条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に
掲げる要件に適合しているエ事業者とし、市長は、これを指定工事店として指定するものとする。
（１）下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。）が1人以上専属していること。
（２）橋本市内又は伊都郡内に営業所があること。
（３）次のいずれにも該当しないこと。

アエ事業者が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権を得ない場合
イ工事業者が麺_且金の規定により責任技術者としての登録を取り消され、当該取消しのあった曰か
ら起算して２年を経過していない場合

ウ指定工事店が、第9条第１項の規定により指定を取り消され、当該取消しのあった曰から起算して
２年を経過していない場合

エ工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理
由がある場合

オ法人にあっては、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者がいる場合

Ａ;i嚇灘鯖雲散曼蔚の壼鑿髻芒壽躍奎菫騨毫襲探艤曇な廩曼ｳに
（指定の申請）

第3条指定工事店としての指定を受けようとする者又は指定の有効期間満了後も引き続き指定を受けよ
うとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
（１）個人にあっては、住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書、経歴書及び前条第１項第３号
アに該当しないことを証する書類

（２）法人にあっては、商業登記簿謄本等、定款の写し及び役員に関する前号に定める書類
（３）営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
（４）専属責任技術者名簿及び雇用関係を証する書類
（５）前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類
（指定工事店証）

第4条市長は、指定工事店としての指定を行ったときは、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定エ事
店証」という。）を交付する。

２指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

３指定工事店は、第9条第１項の規定により指定を取り消され、又は指定の効力を一時停止されたとき
は、速やかに指定工事店証を市長に返納しなければならない。

４前項に規定するもののほか、指定エ事店証の再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
（指定工事店の責務及び遵守事項）

第5条指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水

緯設備ｴ事を施工しなければならない。
（指定の有効期間）

第6条↑旨定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた曰から起算して５年とする。ただし、市長が
特に必要があると認める場合は､｣有効期間を変更することができる。
（調査）

第7条市長は、必要があると認めるときは、指定工事店の指定基準の要件その他業務の執行に関し、調
査することができる。
（異動の届出義務）

第8条指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき又は排水設
備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところによりそ
の旨を市長に届け出なければならない。
（指定の取消し又は一時停止）

第9条市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えな
い範囲内において市長が定める期間、指定の効力を停止することができる。

（１）篁旦釜の規定に適合しなくなったとき。
（２）篁旦金に規定する指定エ事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備エ事の施工ができないと
認められるとき。

（３）第１３条の規定に違反したとき。

（４）前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
（５）排水設備等の新設等の工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。
（６）不正の手段により指定工事店としての指定を受けたとき。

２前項の規定による処分をしたときは、その旨を当該指定工事店に通知しなければならない。
（責任技術者の登録）

http://www､city・hashimotowakayamaJp/reiki/reikihonbun/r2820681001.ｈｔｍｌ￣
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第１０条責任技術者の登録を受けようとする者は、市長が指定する期間に、規則で定める申請書に次に掲
げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
（１）住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書及び写真
（２）次条第１項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類
（３）次条第２項各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類
（４）前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類

２市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、責任技術者についての登録を行
うものとする。
（責任技術者の被登録資格）

第１１条市長が指定する責任技術者試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものと
する。

２前項に規定する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、登録を行わないことができ
る。

（１）成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない場合

（２）第１５条の規定により責任技術者の登録を取り消され、当該取消しのあった曰から2年を経過してい
ない場合・

（責任技術者証）

第１２条市長は、第１０条第２項の規定により責任技術者の登録をしたときは、下水道排水設備工事責任技
術者証(以下「責任技術者証」という。）を交付する。

２責任技術者は、排水設備エ事の業務に従事するときは、責任技術者証を携帯し、市の職員その他関係
人の要求があったときは、これを提示しなければならない。

３責任技術者は、第｣_且塞旦の規定により登録を取り消されたときは、速やかに責任技術者証を市長に返納

しなければならないoまた､同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは､当該期間中は藷技術者証を返納しなければならない。

４前3項に規定するもののほか、責任技術者証の再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
（責任技術者）

第13条指定工事店は、営業所に次項各号に掲げる職務をさせるため、第１０条第２頃に規定する責任技術
者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

２責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
（１）排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
（２）排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
（３）排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していること
の確認

(4)下水道条例第7条第1項及び の検査の立会

（登録の有効期間）

第１４条登録の有効期間は、責任技術者としての登録を受けた曰から起算して５年とする。ただし、市長
が特に必要があると認める場合は、有効期間を変更することができる。

２責任技術者は、前項の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けな
ければならない。

（登録の取消し又は停止）

第１５条市長は、責任技術者が下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに違反したと
きは、登録を取り消し、又は６月を超えない範囲内において市長が定める期間、登録の効力を停止する
ことができる。 ′剛mmmWmi
（公示）

第１６条市長は、指定エ事店に関し次に掲げる措置をしたときは、これを公示するものとする。
（１）指定工事店を新たに指定したとき。
（２）指定工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。
（３）指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
（４）前3号の規定による公示事項に変更があったとき。

（審査委員会の設置）
第１７条市長は、指定工事店の指定等に関する事項を審議するため、橋本市下水道排水設備指定工事店等
審査委員会(以下「委員会」という。）を置く。

２委員会の設置、審議事項及び運営等に関する事項は、別に定めるものとする。
（手数料）

第１８条指定工事店の指定等又は責任技術者の登録等を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納付し
なければならない。

（１）指定工事店の登録１件につき10,000円

（２）指定工事店の更新登録１件につき5,000円
（３）責任技術者の登録１件につき5,000円
（４）責任技術者の更新登録１件につき3,000円

２既納の手数料は、返還しない。
３前2項に規定するもののほか、手数料に関し必要な事項は、規則で定める。
（委任）

第１９条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則

http://www､city,hashimotowakayamaJp/reiki/reiki-honbun/r2820681001.ht、！ 2006/11／2４
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（施行期曰）

１この条例は、平成１８年３月１曰から施行する。
（経過措置）

２この条例の施行の曰（以下「施行曰」という。）の前曰までに、合併前の橋本市下水道排水設備指定工
事店条例(平成１４年橋本市条例第32号)又は高野ロ町下水道排水設備指定工事店規則(平成１２年高野口町
規則第８号）（次項においてこれらを「合併前の条例等」という。）の規定によりなされた処分、手続その
他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
３施行曰の前曰までに、合併前の条例等により交付された下水道排水設備指定工事店証は、それぞれこ
の条例の規定により交付された下水道排水設備指定エ事店証とみなす。

('mWmmmm、

i'mmimm、
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○泉南市下水道条例

平成5年３月１曰
条例第１号

目次
第1章総則（第１条・第2条）
第２章排水設備の設置等(第３条一第１０条）
第３章公共下水道の使用（第１１条一第１７条）
第４章使用料(第１８条一第24条）
第５章行為の許可及び占用（第25条一第29条）

第６章都市下水路(第30条）
第７章罰則（第31条・第３2条）
第８章雑則（第33条）
附則

第1章総則
（趣旨）

第1条市の設置する公共下水道及び都市下水路の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第７９
号。以下「法」という。）その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
（用語の定義）

第2条この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
（１）下水法第2条第１号に規定する下水をいう。

（２）汚水法第2条第１号に規定する汚水をいう。
（３）公共下水道法第2条第３号に規定する公共下水道をいう。
（４）都市下水路法第2条第５号に規定する都市下水路をいう。

(1ｍ(5)排水設備法第10条第１項に規定する排水設備をいう。
．（６）除害施設法第１２条第１項に規定する除害施設をいう。
（７）使用者下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
（８）処理区域法第2条第８号に規定する区域をいう。

（９）特定施設水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第２項に規定する特定施設をいう。
（１０）特定事業場法第１２条の２第１項に規定する特定事業場をいう。
（１１）水道水道法(昭和３２年法律第177号)第3条第１項に規定する水道をいう。

（'2）使用月下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね１月の期間をいう。（設灘ｆ艮鴫〉第２章排水設備の設置等
（排水設備の接続方法及び内径等)

第3条排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」という。）を行おうとするときば、次の各号に定
めるところによらなければならない。

（１）公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあって
は、公共下水道のますその他の排水施設(法第１１条第１項の規定により、又は同項の規定に該当しない
場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含
む。以下「公共ます等」という。）で汚水を排除すべきものに．雨水を排除すべき排水設備にあって
は、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
（２）排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損
傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

｛1mmＭ３）汚水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定める、ところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内
径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、１の建築物から排除される汚水
の一部を排除すべき排水管で延長が３メートル以下のものの内径は７５ミリメートル以上とすることが

北隅 ぬた場合存除去次０J）塵：：刀、ｿ】Ｐ■ 、

ところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内
径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、１の敷地から排除される雨水の
一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は７５ミリメートル以上とすることがで

１
１〈勾酉Z）
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（公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等）

第4条公共下水道に下水を流入させるため設ける排水施設(排水設備及び法第24条第１項の規定によりそ
の設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。）の新設等を行
おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならな.い。

（１）汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入
させるように設けること。
（２）堅固で耐久力を有する構造とすること。

（３）陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする
措置が講ぜられていること。
F水設備等の計画の確認）

第5条排水設備又は前条の排水施設（これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」と
いう。）の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法
令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、市長に申請し、市長の確認
を受けなければならない。

２前項の規定は、確認を受けた事項を変更する場合に準用する。ただし、排水設備等の構造に影響を及
ぼす恐れのない変更にあっては～事前に市長に届け出る二とをもつ工足_りる－．－－－

設用の工の実施）

第6条排水設備等の新設等のエ事(規則で定める軽微な工事を除く。）の設計及び施工
備等の工事に関し技能を有する者として指定した排水設備工事公認業者(以下「公認
行わなければならない。ただし、市において工事を実施するときはこの限りでない。
（公認業者）

|土、市長が排水設
業者」という。）で

する｡缶７二公認＝に震ﾆﾖﾆ量当臺項 ８，列句干DＣ

（排水設備等の工事の検査）

第8条排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは､エ事の完了した曰から垣E､以は'１Ｗ
規則で定めるところによりその旨を市長に届{ナ出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法
令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。

２市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定
に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するもの
とする。

３第１項の検査の結果適合していない箇所があるときは、当該排水設備等の新設等を行った者は、市長が’
指定した期間内に当該不備の箇所を改善しなければならない。
（従来の排水設備等の認定）

第場繍!;騨鰡繍槻謹鵜言童薔騨漏|訓爾鰯検｜
査を受けなければならないｄ

２市長は､前項の検査の結果､その使用が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合してい’
ると認めるときは、従来の排水設備等を使用する者に対し、検査済証を交付するものとする。
（代理人及び総代人）．

第'0条法第'０条第１項の規定により排水設備を設置すべき者又は使用者が､市内に住所を有しないとき｜
は、この条例に定める事項を処理させるため、市長は、その者に対して市内に住所を有する代理人の選！

２市長は、排水設備を共有する者に対して、この条例に定める事項を処理させるため、当該共有者のな’
かから総代人の選定を命ずることができる。 ′鰍mimmml
第3章公共下水道の使用

両閂浄

（使用開始等の届出）
第１１条使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用
を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届
け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

２法第１２条の３，第１２条の４又は第１２条の７の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした
ものと見なす。

の了ごうＫＯ）相EM集。

第１３条特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の
下水を排除してはならない。

（２）生物化学的酸素要求量１リットルにつき5曰間に600ﾐﾘｸﾞﾗﾑ未満（l宣稟川麹(鰯>
（１）水素イオン濃度水素指数5を超え9未満

（３）浮遊物質量１リットルにつき600ミリグラム未満
（４）ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア鉱油類含有量１リットルにつき５ミリグラム以下
イ動植物油脂類含有量１リットルにつき３０ミリグラム以下

２製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水に係る前項第１号から第３号
までに掲げる項目に関する水質基準については<それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理！

2006/１１／2４http://www､citysennan､osakaJp/soumu/reikiint/reikihonbun/k2300340001.ｈｔｍｌ￣ ￣

(特定事業場からの下水の排除の制限）

３ 吏用者’二異動があったときは、使用者はその旨を市長に届け出な'ナれぱならない。
(し尿の排除の制限）

第１２条使用者は、し尿を公共下水道に排除するときには、水洗便所によってこれをしな'ﾅれぱならな
いへ
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施設(流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設をいう。）で処理させる汚水の量の4分の１以上
であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができな
いと認められるときその他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ
る項目に関し、それぞれ当該各号に定める数値を当該基準とする。
（１）水素イオン濃度水素指数5.7を超え8.7未満

（２）生物化学的酸素要求量１リットルにつき５曰間に300ミリグラム未満
（３）浮遊物質量１リットルにつき300ミリグラム未満

、ら，、る下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。）に直接排除されたとした場
’
合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水につい
て第１項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項
各号に定める水質）よりゆるやかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第１項に規定す
る水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。
（除害施設の設置等）

第１４条使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。）を公共下水
道に継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な壜措置を講じなければならない。
（１）温度４５度未満

（２）水素イオン濃度水素指数５を超え9未満
（３）ノルマルヘキサン抽出物質含有量
■ア鉱油類含有量１リットルにつき５ミリグラム以下
イ動植物油脂類含有量１リットルにつき３０ミリグラム以下
（４）よう素消費量１リットルにつき２２０ミリグラム未満

第１５条使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第１２条の2第１
項又は第５項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。）を公共下水道

措置を講じなければなに継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な ら_進上』｣－－－－鰊
(1)下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第１項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定｜
める数値．ただし、同条第３項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。』
(2)温度４５度未満
(3)水素イオン濃度水素指数５を超え9未満
(4)生物化学的酸素要求量１リットルにつき５曰間に600ミリグラム未満
(5)浮遊物質量１リットルにつき600ミリグラム未満
(6)ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア鉱油類含有量１リットルにつき５ミリグラム以下
イ動植物油脂類含有量１リットルにつき３０ミリグラム以下
(7)前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、大阪府公害防止条例(昭和46年大阪府条例第
１号)により、当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水について排水基準が定められたもの
(第４号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。）当該排水基２ 糸､￣

Ｐ．、２■｜■■■■■■■▽△■■■■■■■■■■■■■ロ、□■■□■■■●●■■■■■■■■■口■■■■ロ■０■Ｐ■■▽－４■■■■Ｃ■■■■■Ⅱ■▼０●・巴■▽Ｃ０ＩＧ■Ｂけ９－９■９０●‐Ｃｂ００．００■■■●Ｑｂ０ｆ－０Ｑ●ｑｂ１△ｒｆｑ

２製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水に係る前項第２号から第５号
までに掲げる項目に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処
理施設(流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設をいう６）で処理される汚水の量の4分の１
以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることがで
きないと認められるときその他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に

卿欝鵬れぞれ当該各号に定める数値を当該基準とすふ
|(;〕奎霧稗艤要繧指禰芒腱難問に30.ﾐﾘｸﾞﾗﾑ未満，（４）浮遊物質量１リットルにつき300ミリグラム未満
（除害施設の設置の届出）．＿

第１６条除害施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届|ナ出なければ
ならない。届出を行った事項を変更するときも同様とする。－－－－－－－－－－－
前項の規定により届出を行った者は、当該届出の曰から６０曰を経過した後でなければ、その届出に係
る工事に着手してはならない。ただし、市長が当該届出に係る内容について相当であると認めるとき
は、その期間を短縮することができる。
第１項の規定により市長に届出し、当該工事に着手しようとするときは着手の前日までに、当該工事を
完了したときは完了の曰から７曰以内にその旨を市長に届け出て検査を受|ナなければならない。
除害施設の設置者は、当該工場又は事業場から公共下水道に継続して下水を排除することになったと

２

３
４

きば、その曰から３０曰以内にその旨を市長に届け出_なければならない。.￣

（改善命令）

第１７条市長は、第１４条及び篦１５条の規定に違反して、下水を公共下水道に排除している者又は排除しよ
うとする者に対し、期限を付して除害施設の設置その他必要な措置を命じ、又は公共下水道への排除の
停止を命ずることができる。
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（行為の許可）

第25条法第24条第１項に規定する許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添付し
て市長に提出しな'ナれぱならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
（１）施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。）を設ける場所を表示した
位置図及び平面図
（２）物件の配置及び構造を表示した平面図
（３）前2号に定めるもののほか、市長が必要があると認める書類
（許可を要しない軽微な変更）

第26条法第24条第１項に規定する条例で定める軽微な変更とは、同項の許可を受けて設けた物件(地上に
存する部分に限る。）に対する公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない
物件の添加で、同項の許可を受けた者が当該許可を受けた物件を設ける目的に付随して行うものとす
る。

（占用）

第27条公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。）を設け、継続

繼鰹鰹豐芒蝿琴聲壼熱鱗菖灘し醗鰯臺豊醐騨壷塁蘂諭
項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

２市は､-前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に定める物件について
は、この限りでない。

（１）公共下水道に下水を排除.することを目的とする占用物件
（２）公益上その他特別の事情があると認められる占用物件
（占用料）

第28条前条第２項に規定する占用料の額及び徴収方法については、

１１号)第2条、篁旦全及び第5条の規定を準用する。
、ロ

＝用条例（昭和４３年条例第ｌ羊

第29条第２７条第１項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が
満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を
原状に回復しなければならない。ただし、市長において原状に回復することが不適当であると認めたと
きは、この限りでない。

２市長は、第28条第１項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不
適当であると認めた場合の措置について必要な指示をすることができる。
第6章都市下水路

（準用規定）

第30条第25条から第29条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、これらの規定中
「法第24条第１項」とあるのは「法第29条第１項」と、「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と読み
替えるものとする。

第7章罰則

http://www､city・sennan､osakajp/soumu/reikiint/reikihonbun/k2300340001.ｈｔｍｌ－ －
2006/11／2４



泉南市下水道条例５/５ページ

（罰則）

第３１条次の各号の－に該当する者については、５０，０００円以下の過料を科する。．
（１）篁旦主-重-1_垣又は重旦嗅の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
（２）第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
（３）第8条第1項及び第１６条の規定による届出を怠った者

（４）第1-2全、菫-1-旦全、塾生歪、篁-1-旦全、箪旦旦金、篁旦Z宣苣及び篁旦旦全の規定に違反した者
（５）墓1-Z釜の規定による命令又は篁型全篁旦嗅の規定による指示に従わなかった者
(6)-.隻旦鐸ﾕ皇L竈二旦釜若し(＜1主筆幽三の規定'二よる申請薑又は篁旦全篁2重､篁旦釜若しくは第１6条
の規定による届出書で、不実の記載のあるものを提出した申請者又は届出者

２前項の第５号中篁型全に関する部分並びに第６号中篁二旦主及び第２7条に関する部分の規定は、都市下水
路についても準用する。

第32条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に
関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の過料を
科する。

第8章雑則
（規則への委任）

第33条この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則

この条例は、公布の曰から施行する。
附則（平成１２年３月３１曰条例第１２号抄）

（施行期曰）

１この条例は、平成１２年４月１曰から施行する。
（経過措置）

(､`'P､巖謡ii葛藤蒼鬘条例の一部を改正する条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、
附則(平成１２年１２月１９日条例第31号）’

この条例は、平成１３年１月６曰から施行する。
附則（平成１５年７月１日条例第32号）

（施行期曰）

１この条例は、平成１５年１０月１曰から施行する。
（経過措置）

２改正後の第１９条及び別表の規定は、平成１５年１０月分以後の公共下水道使用料から適用し、同年９月分以
前の公共下水道使用料については、なお従前の例による。

別表(第１９条関係）

ロ

(備考浴場汚水とは、公衆浴場法（昭和23年法律第139号)第1条第１項に規定する公衆浴場から排出され
る汚水をいう。
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＃

、
区分 基本料金

(１月につき）
超過料金

(１月につき）

汚水の

種別 、

水量 料金 水量 料金
(1立方メートルにつ

き）

6立方メートル

までの分

３６０円 7立方メートルから２０立方メート
ルまで

21立方メートルから３０立方メート
ルまで

31立方メートルから５０立方メート
ルまで

51立方メートルから１００立方メー
トルまで

101立方メートルから200立方メー
トルまで

201立方メートルから500立方メー
トルまで

501立方メートルから１，０００立方メ
－トルまで

1,001立方メートル以上

９０円

１０８円

１２６円

１４４円

１６８円

１９２円

216円

239円

浴場汚水 1立方メートルにつき ２１円


